
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の予防について 

11月に入り、全国で再び新型コロナウイルス感染症者数が急増しております。既に第 3波が発生して

いると思われる状況ですので、あらためてコロナウイルス感染予防の徹底対策として        

手洗い・うがい・ 咳エチケット・マスク着用・３密の回避を励行願います。 

【年末調整】必要資料の確認について 

従業員から回収する書類には、各種控除申告関係の 3つがあります。 

（1）給与所得者の扶養控除等（異動）申告書  

（2）給与所得者の基礎控除申告書 兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 

※令和2年分から「基礎控除の改正」と「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設」がな

されました。まず、基礎控除の改正では、これまで所得制限がなく一律38万円であったものが、合計所得金額

が2500万円以下の所得制限がかかるとともに、控除額も、合計所得の段階ごとに48万円、32万円、16万円の 

3段階に変更されました。（※技能実習生の場合には、48万円の控除に該当） 

（3）給与所得者の保険料控除申告書 

給与所得者が、生命保険料、地震保険料、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除といった保険料控

除を受けるために必要な書類です（※該当しない場合には、記入不要） 

※実習生の場合、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、詳細は添付のリーフレットをご参照。 

【注意喚起】中国警察や大使館員になりすました詐欺電話が発生 

日本国に住む中国人へ、中国語で中国の政府機関や公安警察と名乗る者から           

・あなた名義の銀行通帳が中国へ送られている。 

・あなたは犯罪者の仲間ではないのか、違うのであれば、あなたのパスポート番号や身分証のＩＤ

番号を教えてほしい。 

・犯罪者たちと無関係である証拠を準備する必要があるので、指定口座に現金を振込なさい。 

などと言ってお金を騙し取る事件が発生しています。                       
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 組合員の皆様へ                         

貴社におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。     

寒さが徐々にきびしくなっており、新型コロナウイルスの感染が拡大 

しておりますので、健康管理に十分留意するよう注意喚起して頂きます

とともに、具合が悪い時は早めに病院で受診させるようお願いします。 

また寮の暖房器具についても動作の状態と安全の確認をお願いします。 

 



                                                                                                                                                                  
緊急連絡先（24時間） 

【事務局】    TEL ：048-755-9591    FAX：048-755-9827 

【組合職員携帯】070-3667-8667(杉戸)    080-4477-6005（廣畑）  

               070-6520-6943（チャン）   070-5078-8842（馬） 

 

 

「特定活動」受入企業（感謝） 

●実習困難になった実習生 

先日、埼玉県にある実習実施先（建設業 とび）で、従前の実習実施先で実習困難になった当組合の実

習生１名、及び他組合実習生１名、の受入を頂きました。他業界の異職種にも関わらず、積極的に   

ご採用をいただきまして、ありがとうございました。 

現在、「特定活動」として就業をスタートしており、１年以内に特定技能の取得を目指しております。 

組合としても、特定技能外国人として就労できるために必要な技能等を身に付けることができるよう

必要な指導、助言等を行うとともに、在留中の日常生活に係る支援についても適切に行っていきます。 

「北井社長、元技能実習生２名（ベトナム１名、バングラデシュ１名）撮影」 

          

 ●「特定技能」制度への移行について 

新たな外国人人材の受入れ制度として 2019 年 4 月より在留資格「特定技能」が開始されています。 

「技能実習 2号を良好に修了した実習生は「特定技能 1号」への移行に関して技能水準・日本語能力水

準の試験は免除されます。 

「特定技能」への移行をご検討されている実習実施者は当組合までご連絡をお願い致します。 

（2019 年 9 月 27 日付けにて当組合は出入国在留管理庁より特定技能外国人受入事業に関する登録  

支援機関に認定されています。） 

2020 年 2 月 28 日より特定技能外国人の受入れ対象機種で建設分野においては、従来からの⒒職種  

に加え、新たに 7業種が追加されました。） 

新規 7業種：とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工 

 












